
発議第６号 

 

   外国法人等による土地の取得及び利用を制限するための法整備等を求める

意見書について 

 

 熊本市議会会議規則第１３条第１項の規定により意見書を次のとおり提出する。 

  

  令和７年６月３０日提出 
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同        浜 田 大 介 

同        三 森 至 加 

 

熊本市議会議長 大 石 浩 文 様 

 

 



 

意  見  書 （案） 

 

安全保障の観点から外国法人等による土地の取得及び利用を制

限するため、所要の施策を実施されるよう要望いたします。 

 

（理 由） 

近年、全国各地において、外国の法人又は個人（以下「外国法

人等」という。）による土地の取得が進んでおり、特に無人島や大

規模な森林、水源地といった安全保障や国土保全に関わる重要な

地域においても、外国法人等の取得が相次いでいます。例えば、

沖縄県では無人島が、宮崎県では東京ドーム約 150 個分に相当す

る土地が外国法人等に購入されるなど、全国的に深刻な事態が発

生しています。 

さらに、北海道などにおいては、水源地である山林が取得され

る事例が後を絶たず、近年では外国の警察機関が日本国内に拠点

を設けるなど、我が国の主権に関わる懸念すべき動きも見受けら

れます。このような状況は、安全保障上極めて重大な問題となり

かねず、今後の国民生活にも深刻な影響を及ぼすおそれがありま

す。 

こうした中、いわゆる「台湾有事」を念頭に、政府が沖縄県・

先島諸島の住民避難計画を策定しています。熊本県は、2025 年３

月 13 日、県内での避難者受入れに関する支援策を含む計画案を公

表し、約１万 3000 人をホテルや旅館などで受け入れる方針を示し

ました。このように、外国からの武力攻撃の可能性が現実的なリ

スクとして想定される状況下において、国民の生命と生活を守る



ための体制整備が急務となっています。 

それにもかかわらず、令和４年に施行された「重要施設周辺及

び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等

に関する法律」（以下「重要土地等調査法」という。）は、対象を

限定的にとどめ、住宅地や農地、マンション等の一般的不動産は

規制対象外となっています。そのため、今後もこうした土地が外

国法人等に取得され続ければ、有事の際に避難先となる地域を含

めた国土の安全確保が困難になるおそれがあります。 

また、我が国は世界貿易機関（ＷＴＯ）の「サービスの貿易に

関する一般協定」（ＧＡＴＳ）への加盟に際し、外国人による土地

の取得及び利用を制限する権利を留保しなかった経緯があります

が、ＧＡＴＳ加盟国の中には、安全保障の観点からこの権利を留

保し、国内法により規制を実施している国も存在します。相互主

義の立場からしても、我が国としても同様の制度を導入すべきで

す。 

一方、「地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）協定」においては、

外国人土地法に基づき、外国人による土地の取得や賃貸借の禁止・

制限が可能である旨の留保を行っていますが、同法は戦前の古い

法律であり、実効的な規制に結び付けるには限界があるという課

題もあります。 

よって、政府におかれては、下記の事項について措置を講じら

れるよう強く要望いたします。 

 

記 

 

１ 重要土地等調査法における対象区域を、安全保障の観点から



住宅地や農地等を含むよう拡大すること。 

２ 外国法人等による土地取得の制限に向けて、ＧＡＴＳ加盟国

との協議による相互主義制度の創設や外国人土地法の見直しを

含む制度整備を早急に行うこと。 

３ 台湾有事等を想定した住民避難の受入れ計画との整合性を図

るため、避難先となる地域における土地利用の透明性を確保し、

外国法人等による不適切な土地取得を未然に防ぐ制度を整える

こと。 

 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出いたします。 

   

令和  年  月  日 

 

議    長    名  

 

   内 閣 総 理 大 臣 

   外 務 大 臣 

   農 林 水 産 大 臣 

   国 土 交 通 大 臣 

   防 衛 大 臣 

宛（各通）  


